
公共事業の必要性 技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業の必要性 関係法令等との適合性 早期対応の必要性
管理者等との
調整の難易度

47 河川 普賢寺川 京田辺市 樹木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

48 道路 富野荘八幡線 城陽市 区画線復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ インフラ長寿命
化対策

49 河川 手原川 京田辺市
①草木の撤去

②浚渫 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

50 道路 内里城陽線 城陽市
「センターラインにポールコーン」

又は「路面標示や看板」を設置 ○ × × × × × 安心・安全整備

51 道路 交野久御山線 八幡市

①横断歩道間の
カラー舗装

②減速帯や矢印等の
路面標示の消去

○ ○ ○ ○ ○ 〇 安心・安全整備

52 道路 国道307号 城陽市
張りコンクリートの実施

（官民境界から２ｍ程度）
※防草シートでの対策は不可

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

53 道路 上狛城陽線 井手町

横断歩道設置に伴う
交差点改良

（横断歩道照明・縁石の切り下げ・
区画線の変更）

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

54 河川 玉川 井手町
①浚渫
②除草 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

55 道路 宇治公園線 宇治市
丁字路前後に注意喚起の路面標示

「交差点注意」等を設置 ○ × ○ × × × 安心・安全整備

56 道路 国道307号 宇治田原町 草木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

57 道路 国道307号 宇治田原町
排水の流出防止

（遮水壁のようなもので） ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

58 道路 国道307号 宇治田原町 木の伐採 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

59 道路 国道307号 宇治田原町
道路の案内標示や標識を
分かりやすいものに変更 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

60 道路 国道307号 宇治田原町

①カーブミラーの角度調整及び
取付位置の変更、大型化等

②カーブミラーの清掃
③看板（大型車離合困難）設置

④樹木の剪定

○ ○ ○ ○ ○ ◎ 安心・安全整備

61 砂防・
急傾斜

塩谷・石詰
（急傾斜地崩壊

防止施設）
宇治田原町 伐木 ×

②特定の個人や団体等の
利益に限られる工事 × 安心・安全整備

62 道路 宇治木屋線 宇治田原町
①舗装の擦り付け

②ゴムの交換 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 インフラ長寿命
化対策

63 道路 国道307号 宇治田原町 道路照明の設置 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 安心・安全整備

64 道路
府道22号

（八幡木津線）
京田辺市 電柱に防犯灯の設置 ×

①国や市町村など他の管
理者が管理する施設に関
する工事

× 安心・安全整備

　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度府民協働型インフラ保全事業（２次募集）技術審査一覧

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村など他の管理者が管理する施設に関する工事
　②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　③道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
　④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　４項目について○、△、×の評価を記入

提案施設

所在地

安心・安全整備
 インフラ長寿命化

種別 名　　　　　称 対象

速効性受付番号 提案概要

第１段階チェック（工事種別等による仕分け） 第２段階チェック（技術審査）

技術審査
結果

【技術審査結果】

◎：実施（採択） ○：一部実施（採択） △：他事業実施（不採択） ×：実施しない（不採択） 保留：２次募集で再度審査（安心・安全整備のみ） 経過観察：経過観察（インフラ⾧寿命化対策のみ）

安心・安全整備 インフラ⾧寿命化対策


